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１．目的 
この運用指針は、活力ある都市を目指すため、本市の交通利便性を活かした、

良好な生産環境を有する新たな産業用地の形成にあたり、適正な都市的土地利用

の誘導が図られるよう、地区計画制度を運用するために必要な事項を定めるもの

とする。 

 
２．定義 

この運用指針において使用する主な用語は、都市計画法（昭和 43 年法律第 100
号）及び建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）において使用する用語の例によ

る。 

 
３．基本的な考え方 

次に掲げる考え方に基づき、地区計画制度の運用を図るものとする。 
（１）「市街化を抑制すべき区域」という市街化調整区域の基本理念は、地区計画を

定めることによってその性格が変わるものではないこと。 
（２）「宇治市都市計画マスタープラン」等の上位計画に即したものであること。 
（３）一建築物の建築あるいは一敷地の開発を可能とするための便宜的な手法とし

て活用しないこと。 

（４）地区施設の整備は、地区計画の実現を図る区域内の土地に権利を有する者又

はその代理人（民間事業者を含む）が主体的に整備すること。 

 

４．対象地区 

地区計画の対象となる地区は、「３．基本的な考え方」、「６．地区計画に含まな

い区域」、「７．区域の設定」で規定する要件を満たすとともに、次の表の各要件

に適合するものであること。 

 

地域 要件 

小倉地域 （１）宇治市都市計画マスタープラン（地域別構想）にお

いて、産業立地検討エリアに位置付けられているこ

と。 

（２）地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基

盤強化に関する法律（平成 19 年法律第 40 号）に基

づく土地利用調整計画において、「土地利用調整区

域」に位置づけられた区域、又は関係機関との調整

が十分に整い、「土地利用調整区域」に位置づけられ

る見込みがある区域であること。 
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５．地区計画で定める内容 

地区計画には、「３．基本的な考え方」を踏まえ、当該地区におけるまちづくり

の基本的な事項として、「名称、位置、区域、区域の面積」、「地区計画の目標」、

「当該区域の整備、開発及び保全に関する方針」を定めるものとする。 
また、「地区整備計画」については、地区計画の方針に即して、地域の特性にふ

さわしい良好な都市環境の維持形成を図るため、地区施設の配置及び規模、建築

物等に関する事項、土地の利用に関する事項のうち、当該地区計画の目的を達成

するために必要な事項を定めるものとする。 
なお、地区施設には都市計画施設を含まないものとする。 

「地区整備計画」に関する事項 

地区施設に関する事項 

・道路、公園、緑地、広場その他の公共空地、雨水貯

留浸透施設を適切に配置し、設置場所及び規模等は

地区施設として定める。 

建築物等に関する事項 

・建築物等の用途の制限 

・容積率の最高限度 

・建蔽率の最高限度 

・建築物等の高さの最高限度 

・建築物の敷地面積の最低限度 

・建築物の敷地の地盤面の高さの最低限度 

・建築物の居室の床面の高さの最低限度 

・壁面の位置の制限 

・壁面後退区域における工作物の設置の制限 

・建築物等の形態又は意匠の制限 

・建築物の緑化率の最低限度 

・かき又はさくの構造の制限 

土地の利用に関する事項 

・草地、水辺地、湿地帯、街道の並木、樹木、生垣、

緩衝緑地帯等で、地区及び地区周辺地域の環境及び

景観等の保全を図るための制限を定める。 

 

６．地区計画に含まない区域 

次に掲げる区域又は地域は、原則として保全する区域又は地域であることか

ら、地区計画の区域に含まないものとする。例外的に地区計画の区域に含む必要

がある場合は、土地利用制限の解除等について、あらかじめ関係機関との調整が

十分に整い、土地利用が可能となっているものに限る。 

（１）農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44 年法律第 58 号）に規定する

「農用地区域」 

（２）農地法（昭和 27 年法律第 229 号）による農地転用が許可されないと見込ま

れる農地 
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（３）森林法（昭和 26 年法律第 249 号）に規定する「保安林」、「保安施設地

区」、「保安林予定森林」又は「保安施設地区予定地」 

（４）自然環境保全法（昭和 47 年法律第 85 号）に規定する「指定地域」 

（５）自然公園法（昭和 32 年法律第 161 号）に規定する「特別地域」 

（６）土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12 

年法律第 57 号）に規定する「土砂災害特別警戒区域」 

（７）地すべり等防止法（昭和 33 年法律第 30 号）に規定する「地すべり防止区

域」 

（８）急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和 44 年法律第 57 号）

に規定する「急傾斜地崩壊危険区域」 

（９）その他、法令による規制があり、地区計画の区域に含めることで土地利用の

整合が図れない区域 

 

７．区域の設定 

地区計画の区域は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 

（１）地区計画の区域界は、原則として地形地物等（道路、鉄道若しくは軌道の線

路その他の恒久的な施設又は河川、水路、行政界等）により定めること。 
（２）一定のまとまりのある規模（概ね 5.0 ヘクタール以上）を有する区域である

こと。 

（３）周辺の公共施設の整備状況、自然環境、景観及び農林業との調和の観点から

総合的に調整を行い、妥当と認められる区域に限ること。また、調和を図る

上で適切な規模及び形状で定めること。 

（４）原則として集落地に接して定めないこと。ただし、地区整備計画により集落

地との間に緩衝帯を設けるなど、周辺の土地利用に支障が生じないよう必要

な制限が定められる場合はこの限りではない。 

 

８．その他留意事項 

（１）地区整備計画で定める地区施設の配置及び規模については、関係機関と十分

に協議及び調整を行い、計画すること。 

（２）宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関す

る条例（平成 20 年宇治市条例第 10 号）及び宇治市開発事業ガイドラインに

適合する計画とすること。 

（３）上水道については、想定される水の需要に対して、当該地並びに周辺地域、

既存配水施設に支障をきたさないように、関係機関と改修計画等の調整の

上、適切に供給できるものであること。 

（４）汚水処理については、公共下水道を原則とし、適切に放流可能な位置まで整

備すること。また、整備方法、接続の時期については、関係機関と十分に協

議及び調整すること。 
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（５）雨水流出抑制のため雨水貯留浸透施設（雨水を一時的に貯留し、又は地下に

浸透させる機能を有する施設であって、浸水による被害の防止を目的とする

ものをいう。）を設置すること。また、設置場所及び規模等については、関係

機関と十分に協議すること。 

なお、上記の雨水貯留浸透施設とは別に、区画ごとに雨水流出抑制のため

の施設を関係機関と規模等を協議し設置すること。 

（６）他の法令による許認可及び届出等を要する場合には、関係機関と十分に協議

及び調整を行うこと。 

 

９．附則 

（１）この運用指針の施行期日は、令和４年８月１日とする。 


